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項 目 【旧】：（平成 27 年 6 月）（平成 28年 2月 一部改訂） 【新】：（平成 27 年 6 月）（平成 28年 2月 一部改訂）（平成 31年 3 月 一部改訂） 備 考 

 第 2章 コンクリート壁高欄 

2.1 壁高欄および地覆の性能評価基準 

(1) 衝突荷重（ＣＯ）は以下を考慮する。 

1) 一般部：路面より高さ 1.0m において，その側面直角に集中荷重として，種

別ＳＢの 72kN の水平力 

2) 継目端部（1.0m）：照査断面における断面力を一般部の 2倍 

(2) 風荷重(Ｗ２，Ｗ３)は，表-2.1.1による。 

表-2.1.1 風荷重（kN/m2） 

地域 

区分 

地 上 高 

10m 未満 10m 以上 20m 未満 20m 以上 

強風時 

(W2) 

強風時 

(W3) 

強風時 

(W2) 

強風時 

(W3) 

強風時 

(W2) 

強風時 

(W3) 

湾岸部 2.4 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2 

郊外部 1.8 1.2 1.8 1.2 2.4 1.2 

都市部 1.8 1.2 1.8 1.2 1.8 1.2 

Ｗ２：強風時風荷重（設計基準風速 40m/s） 

Ｗ３：車両走行時強風時風荷重（設計基準風速 25m/s） 

(3) 荷重の組合せと許容応力度の割増係数は，表-2.1.2による。 

表-2.1.2 荷重の組合せと許容応力度の割増係数 

荷重の組合せ 
許容応力度の

割り増し係数 

許容応力度（N/mm2） 

コンクリート 

（30N/mm2の場合） 

鉄筋 

（SD345 の場合） 

ＣＯ 1.00 10 140 

Ｗ２ 1.20 12 168 

Ｗ３＋ＣＯ 1.50 15 210 
 

【解説】 

(1) 高架部では車両の衝突で壁高欄が破壊されると，落下物などで第三者に大きな影響を与

えることを考慮し，条文のとおり規定した。衝突荷重は，防護柵標準仕様の計算例（表-解

2.1.1）」によった。 
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2.1 壁高欄および地覆の性能評価基準 

(1) 衝突荷重（ＣＯ）は以下を考慮する。 

1) 一般部：路面より高さ 1.0m において，その側面直角に集中荷重として，種

別ＳＢの 72kN の水平力 

2) 継目端部（1.0m）：照査断面における断面力を一般部の 2倍 

(2) 風荷重(Ｗ２，Ｗ３)は，表-2.1.1による。 

表-2.1.1 風荷重（kN/m2） 

地域 

区分 

地 上 高 

10m 未満 10m 以上 20m 未満 20m 以上 

強風時 

(W2) 

強風時 

(W3) 

強風時 

(W2) 

強風時 

(W3) 

強風時 

(W2) 

強風時 

(W3) 

湾岸部 2.4 1.2 3.0 1.2 3.0 1.2 

郊外部 1.8 1.2 1.8 1.2 2.4 1.2 

都市部 1.8 1.2 1.8 1.2 1.8 1.2 

Ｗ２：強風時風荷重（設計基準風速 40m/s） 

Ｗ３：車両走行時強風時風荷重（設計基準風速 25m/s） 

(3) 荷重の組合せと許容応力度の割増係数は，表-2.1.2による。 

表-2.1.2 荷重の組合せと許容応力度の割増係数 

荷重の組合せ 
許容応力度の

割り増し係数 

許容応力度（N/mm2） 

コンクリート 

（30N/mm2の場合） 

鉄筋 

（SD345 の場合） 

Ｄ＋ＣＯ 1.00 10 200 

Ｄ＋Ｗ２ 1.20 12 216 

Ｄ＋Ｗ３＋ＣＯ 1.50 15 300 
 

【解説】 

(1) 高架部では車両の衝突で壁高欄が破壊されると，落下物などで第三者に大きな影響を与える

ことを考慮し，条文のとおり規定した。衝突荷重は，防護柵標準仕様の計算例（表-解 2.1.1）」

によった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁構造物設計施工要領

共通編に合わせ、荷重の組

合せを修正。 

 

H24 道路橋示方書に合わ

せ、鉄筋の許容応力度を修

正。 
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組立鉄筋が不適切に配置

されることによる純かぶ

り不足が問題となってい

るため、文章を追加。 
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橋梁構造物設計施工要領

共通編に合わせ、荷重の組

合せを修正。 

 

H24 道路橋示方書に合わ

せ、コンクリート、鉄筋の

許容応力度を修正。 

 

H24 道路橋示方書に合わ

せ、鉄筋 SD295A の許容応

力度を削除。 
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死荷重 D を追加したこと

による、断面力の修正。 

 

 


